
（様式第３号）
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～

□　a.期待以上

■ b.期待どおり

□　c.やや下回る

□　d.期待以下

　最終予算額　 （Ａ) 国庫・県単

　決　算　額 （Ｂ) 実施方法

Ｂ(H21はＡ）のうち一般財源

 従事する職員数

 概算人件費　  （Ｃ）

　概算事業費　（Ｂ(H21はA)＋Ｃ）

　■　余地なし □　当面余地なし □　余地あり

　■　余地なし □　当面余地なし □　余地あり

　□　余地なし ■　当面余地なし □　余地あり

長野県情報公開条例、長野県個人情報保護条例

事
 
業
 
の
 
概
 
要
 
等

事業の
目　的

・県民への説明責任を果たし、県民参加の開かれた県政の実現を図るとともに、県が保有する個人情報の適正な取扱いを確
保する。

事業の
必要性

・情報公開条例に基づいた公文書の公開請求に迅速に対応して、県政に関する各種行政資料の情報公開の推進に努めると
ともに、県が保有する個人情報について、引き続き個人情報保護条例に基づいた適正な取扱が図られるよう努める必要があ
る。

事業内容

・県民等からの請求に応じ、公文書の公開を行う。
・個人からの請求に応じ自己情報の開示等をするほか、個人情報の保護を行う。
・行政情報センター及び行政情報コーナーにおいて、請求の相談・受付や公開等を行うほか、県行政に関する資料提供やコ
ピーサービスを行う。

実施期間

45,664 36,337

S59

28,560 28,596

7,741

20年度

根拠法令等

4.00

28,596

59,084

― 直接

12,167 3,051 28,645 歳出節別
内訳等

（単位：
　　千円）

4.00 4.00
報酬：4,860　共済費：506
旅費：396　需用費：692
役務費：172　使用料：1,111　負担
金:5

21年度（当初） 20年度の概要

千円 18,574 8,000 30,488 県単

19年度

・公文書公開請求及び自己情報開示請求の県民ニーズ
は高く、県民参加の開かれた県政の実現、県民の権利利
益の保護に寄与しているため不可欠である。

  □　増加 ■　横ばい □　減少

左記以外の20年度の実績

公文書公開請求 5,074 2,859 4,000

・公文書公開請求の電子申請件数　18件10,309 8,000

行政情報センター利用者数 5,000

20年度

4,929 5,180

21年度（予定）19年度

9,465

内線

E-mail
公文書公開・個人情報保護運営費

中期総合計画主要施策番号 担
当
課

　2285

 kokai@pref.nagano.jp

成
果
と
達
成
状
況

事業の目指す成果 達成度（期待どおり）の判定基準（H20) 達成状況 評価

・県民への説明責任を果たし、開かれ
た県政の一層の推進を図る。
・県が保有する個人情報の適正な取扱
いを確保する等により、県民の権利利
益を保護する。

・県民等からの請求に基づく情報公開請
求及び自己情報開示請求に対し、条例
に基づいた適正な対応を行う。

・情報公開請求及び自己情報開示請求
延べ１万件に対して条例に基づいた適
正な対応が実現できた。

平成21年度事務事業評価シート （20年度実施事業分）

― 　総務部情報公開・私学課部・課事業番号

件

件

事
業
コ
ス
ト

区　　分 単位

人

千円

千円

事　業　名

17,104

事
業
実
績

内　　容 単位

人

自己情報開示請求（文書・口頭）

千円

千円

　概　算
　人件費

事
 
業
 
の
 
課
 
題

区　分 判　定　・　説　明

事業のニーズの変化

県の関与を見直す余地

有効性を高める余地

効率性を高める余地

課題の総括
・県民参加の開かれた県政の実現、県民の権利利益の保護に寄与していることから、非常に重要な事業である。
・引き続き条例に基づき適正に対応していく。

判
定
の
説
明


